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要旨 

葬儀業界への就職活動を機にこの業界が主催する冠婚葬祭互助

会(以下互助会と記す)において解約争議が多発していることを知

った。本稿では互助会の存在意義をその歴史的成立経緯及び法整備、

更には取引処理方法としての割賦販売適用の是非分析を通して検

証する。互助会とは割賦販売法が適用される前払式特定取引業であ

り、互助会は相互扶助の精神を源に誕生、その後前金ビジネスとし

て発展し、消費者保護を目的に割賦販売法が適用された。しかし互

助会の取引は割賦販売というより積立の性質が強い。互助会の取引

に割賦販売の概念を拡大適用したことが互助会を巡る問題の所在

と言える。しかし本来積立業務は多くの規制の下、金融機関が行う

業務である。それを安易に互助会が行うことに無理がある。法整備、

取引の処理の適正性からもはや現代社会において互助会存在の意

義はないと結論づけた。 
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1.冠婚葬祭互助会 

1.1 冠婚葬祭互助会概要 

冠婚葬祭互助会という事業(以下互助会と記す)についてその法

定義は存在しない。したがって経済産業省が示した資料『冠婚葬祭

互助会の解約手数料について』よりこれを引用する。それによれば

｢前払いの分割方式で会員から掛け金を預かり、通常よりも安い価

額で葬儀や結婚式の役務の施行又はその取次を行う事業であり割

賦販売法上前払式特定取引業に該当する、経済産業大臣の許可事業

である。｣またその取引形態には、①互助会が役務提供を行う場合

と②互助会が取次のみを行う場合の2つがある。前者①は互助会が

契約と役務(ｻｰﾋﾞｽ)提供の両方を行うもので、後者②は契約を互助

会が行い、役務(ｻｰﾋﾞｽ)の提供は委託契約をしている施工会社が行

うものである。施工会社は互助会の子会社であることが多い。 

図表１：冠婚葬祭互助会の取引形態 

 

経済産業省『冠婚葬祭互助会の解約手数料について』p3 

上述 2つの事業形態に関わらず互助会の特徴は、①入会(代金回

収終了)と役務提供との時間的隔たり、②葬儀における施工ﾀｲﾐﾝｸﾞ

の不確実性、③加入者(故人)と役務提供を受ける者(喪主)が異なる

などである。 

互助会は最近、解約しぶり,高額な解約手数料,強引な勧誘が問題

視されている。判決事例では、平成25年1月25日に冠婚葬祭費分

割積立契約の中途解約に対する解約条項を「無効」とする判決がで

た。これを不服とする大手互助会事業者ｾﾚﾏは上告していたが、平

成27年 1月20日付でこの上告不受理決定が下り、上述平成25年

1月25日の大阪高裁判決が最終判決となりｾﾚﾏに元契約者へ約2万

～約 6 万円/1 人の手数料返還を命じた。(日本経済新聞朝刊

2015,1,23)この事例はごく最近のことだが争議はここ数年、頻発し

ている。その要因は消費者側の理解不足と互助会側の会計情報を含

めた説明不足にある。加えて私は互助会事業が「前金ﾋﾞｼﾞﾈｽ」であ

ることも要因だ。 

 

 



図表2：冠婚葬祭互助会に関する苦情・相談件数 

 

消費者庁『冠婚葬祭互助会に関する全国の消費生活相談について』より著者

作成 

1.2冠婚葬祭互助会における前金ﾋﾞｼﾞﾈｽの背景 

前金ﾋﾞｼﾞﾈｽとは先に支払いを受け、その後に商品またはｻｰﾋﾞｽを提

供するものである。ｷｬｯｼｭ･ｱｳﾄ･ﾌﾛｰに先立ちｷｬｯｼｭ･ｲﾝ･ﾌﾛｰが獲得で

き資金繰りが楽であり、また貸倒れﾘｽｸがないことが事業者ﾒﾘｯﾄで

ある。一方留意点は中途解約ﾘｽｸと預り金たる前受金の保全である。

前金ﾋﾞｼﾞﾈｽでは英会話教室やエステ事業等で近年多くの倒産問題

が生じている。前金ﾋﾞｼﾞﾈｽの事業破綻に共通するのは解約での資金

流出や前受金収入の安易な事業拡大流出による財務体力喪失であ

る。 

このように前金ﾋﾞｼﾞﾈｽは多くの問題を起こしてはいるが、収入が

支出に先だって得られる点はやはり事業上の大きな魅力である。互

助会もこれに基づき事業展開しているが、鶴蒔氏は互助会について

はその根本は日本の相互扶助精神にあり、大切な儀式や行事の際、

村全体で相互に無償奉仕し合う習慣を持っていた。鎌倉時代中期に

は貨幣経済が活発化し相互金融組合である頼母子講(無尽)が登場

した。その後発展を続け明治時代には大規模で営業を目的とした頼

母子講(無尽)が登場し地域密着型の相互銀行へと発達したとして

いる。(鶴蒔pp58-60) 

では近代的な「事業」としての互助会ｼｽﾃﾑはいつ登場したのであ

ろうか。消費者庁は、「互助会もそうした相互扶助理念のもとに戦

後の所得水準が低くかつ物資も乏しい時代に、冠婚、葬祭という不

時の出費に備えて加入者が月掛金を拠出し、衣裳や祭壇等を共同で

購入し、利用することを目的として始まったものである。その後、

営利企業として会社組織をもって互助会事業を行うものが各地に

誕生」(消費者庁HP『第8次国民生活審議会消費者政策部会報告』)

と説明している。 

上述の通り現在展開している互助会は、相互扶助の社会組織とし

て社会の必要性から登場したと言えよう。つまり事業者・加入者と

もに互助会の本来の目的は相互扶助であった。しかし現実には多く

の事業者が営利を目的とし、加入者は積立てを目的としており、互

助会を取り巻く環境は単なる相互扶助からは変化しているのであ

る。次節ではそのような環境の変化を法律整備の観点から整理して

みる。 

1.3 冠婚葬祭互助会の法的規制 

最初の互助会は昭和 23年 8月に横須賀に誕生したと言われてい

る。昭和30年代には全国に約40社、昭和40年代に約350社に増

加。しかし昭和 48年までは消費者が法律で守られておらず引越し

等でその地域を離れる際、掛金は返ってこなかった。解約問題や勧

誘の不手際が起こるに至り政府(経済産業省)は法的整備を進めて

いかざるを得なくなった。 

まず消費者保護目的で昭和 47年割賦販売法が改正され互助会の

前払式特定取引業に割賦販売法が適用された(施行は昭和 48年）。

次いで昭和 48年に互助会業界の業界団体である一般社団法人全日

本冠婚葬祭互助協会が、通産省(当時)の指導により設立された。こ

の協会は、その後継続的に通産省(現経済産業省)の指導の下業務約

款整備に取り組んだ。その中で解約に関する約款も規定された。更

に昭和56年、59年、平成13年、21年に割賦販売法の他に特定商

取引法等が整備され、解約条項も改正された。また法制定ではない

が先に述べた平成 25年大阪高裁での解約手数料条項無効判決を機

に、経済産業省は解約問題に対応せざるを得なくなり、研究会を設

置し指針を公表している。 

法的立場を概観すると消費者保護の必要性からまず規制が設け

られ、その後互助会取引処理に当時存在していた割賦販売の概念を

拡大し適用したと言える。 

2.割賦販売法と割賦販売 

2.1 割賦販売法とは 

割賦販売法(昭和 36年法律第 159号)では、この法の目的を「割

賦販売等に係る取引の健全な発達を図るとともに、購入者等の利益

を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を円滑にし、もつ

て国民経済の発展に寄与すること」としておりその運用にあたって

は「割賦販売等を行なう中小商業者の事業の安定及び振興に留意し

なければならない。」としている。消費者信用取引の量的拡大と取

引形態の多様化を背景に昭和 47年割賦販売法改正で、消費者保護

立法としての性格を持つようになった(千葉1982 p11)とされ、5種

類の取引に適用されている。 

図表3：適用される取引 

 

藤田裕[2013]『図解で早わかり最新消費者契約法・特定商取引法・

割賦販売法のしくみ』株式会社三修社p199 

互助会の行う積立金徴収取引は上図表３の⑤に該当する。 

前払式特定取引業とは経済産業大臣の許可を受けた特定の事業

者に対し、会費などの名目で代金を支払うことで特定の商品やｻｰﾋﾞ



ｽの提供を受ける取引である。(藤田 pp198-227)また取引対象は商

品と冠婚葬祭儀式のための施設提供・衣装その他の便益の提供及び

これに付随する物品の給付(藤田p201)である。 

これは割賦販売の概念拡大の結果だ。そもそも消費者信用取引の

古典形態は割賦販売であったはずだ。以下その割賦販売の原形を確

認していく。 

2.2 割賦販売とは 

割賦販売法の定める割賦販売とは「一購入者から商品若しくは権

利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を二月以上

の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること」(割賦

販売法)である。割賦販売には互助会の様に前払式のものもあるが、

昭和 43年割賦販売法改正法案可決の際に「前払式割賦販売につい 

ては、当面、法改正の趣旨に従い極力消費者保護に努めるとともに、

近い将来、通常の割賦販売形態に移行するよう検討すること」(横

田p149)と付帯議決が行われていることから原則後払いのことだと

理解できる。 

前払式割賦販売と前払式特定取引業は一見同じに思えるが前払

式特定取引業は前受金ではなく積立金の性質が強い。またこの昭和

43 年の法改正は消費者保護のため前払式割賦販売への規制を強化

したものである。前払式割賦販売は貧しい庶民と豊かな事業者とい

う力関係のｲﾝﾊﾞﾗﾝｽを前提(横田p149)に事業者が先に商品を渡すこ

とで生じる貸倒れﾘｽｸを回避するための仕組みであり、割賦販売法

も消費者保護というよりは事業者保護の色合いが強い。さて本来の

割賦販売は後払いであるが、割賦販売法が適用されている取引の中

には前払いのものが2つある。それが前払式割賦販売と前払式特定

取引業である。 

2.3 前金ﾋﾞｼﾞﾈｽへの割賦販売法における規制 

前払式割賦販売法と前払い式特定取引業は割賦販売法の適応を

受けている前金ﾋﾞｼﾞﾈｽである。割賦販売法内でも同じ規制が適用さ

れており、①経済産業大臣の許可制②営業保証金供託の義務③前受

金保全措置の義務などがある。 

まず①の経済産業大臣の許可判断基準は法人化の義務付け、経常

収支率が100%以上、流動比率が80%以上、資産－負債＞資本金など

がある。次に②では割賦販売業の供託は担保(保障)供託の営業保証

供託に分類され、「営業者がその営業活動により生ずる債務ないし

損害を担保するためにする供託」(法務省 HP 供託 Q&A)である。さ

らに③前受金保全措置義務とは年2回の基準日(毎年3月31日と9

月 30 日)に前述の供託金を除く契約で受け取った前受金の一部又

は全額の1/2を供託又は前受金業務保証金供託契約の義務である。 

このように前払式割賦販売と前払式特定取引業には単なる販売と

は思えない規制が設けられている。次節では前払式割賦販売と前払

式特定取引業に分類される互助会の特殊性をみていく。 

2.4 割賦販売法における互助会の特殊性 

前払式割賦販売法と前払式特定取引業の違いは前払式特定取引

業の積立性である。(図表4) 

図表4：前払式割賦販売と前払式特定取引業の違い 

 

また友の会と互助会は同じ前払式特定取引業に分類されている

が、友の会の代金支払い終了後すぐ商品を提供するという点は前払

式割賦販売と同じである。一方互助会は消費者が代金支払いを終え

ても役務提供の時期が不確定である。よって互助会は割賦販売法適

用取引の中でも特殊なものだといえる。では会計処理は割賦販売法

に適用されているものと同じでよいのだろうか。次節ではまず割賦

販売収益の認識について整理していく。 

3.割賦販売収益の認識と会計原則 

3.1 割賦販売における収益の認識 

割賦販売の収益認識基準には販売基準と割賦販売基準がある。 

図表5：割賦販売収益の認識基準 

 

武田隆二[2004]『簿記Ⅱ <決算整理と特殊販売>〔第４版〕』p198より著者作成 

商品売買は原則販売基準(金銭の受け渡しではなく、商品が販売

された時点で収益を計上)が適用される。しかし割賦販売は代金の

回収が長期に亘るため履行期日到来基準と回収基準と言われる 2

種類の割賦販売基準が適用することができる。割賦販売に関わらず、

収益は実現主義、費用は発生主義の適応を受けるが、次節では発生

主義、実現主義を整理した上でこれらの割賦販売への適用について

見ていくことにする。 

3.2割賦販売(後払い)へ発生主義と実現主義の適用 

一般に費用は発生主義に、収益は実現主義に基づき認識する。発

生した費用のうち、その会計期間の収益獲得に貢献した部分だけを

その期間の発生費用として認識・計上する。またこれを費用収益対

応の原則という。以下では割賦販売(後払い)に対する発生主義、実

現主義、費用収益対応の原則の適用を見ていく。 

まず販売基準を適用した場合、商品販売時に収益を認識しその後

費用が発生している。これは費用収益対応の原則に沿うことができ

問題はない。一方割賦販売基準を適用した場合、すでに商品を提供

しており、加えて収益と費用が同時に認識できる。よって割賦販売

に割賦販売基準の適用に納得がいく。では互助会はどうであろうか。 



3.3冠婚葬祭互助会への適用 

前節で割賦販売(後払い)への割賦販売基準適用が適切であること

がわかった。では互助会に適用した場合どうなるのか。 

図表6：互助会へ販売基準を適用した場合 

 

互助会は役務(ｻｰﾋﾞｽ)提供が商品の販売にあたり、これを収益と

して計上する。一方費用発生は入会から代金回収完了までの期間で

ある。この収益と費用を費用収益対応の原則から考えると回収コス

ト等費用の計上時期が実際の費用発生時期とかけ離れたものにな

ってしまう。 

図表7：互助会に割賦販売基準を適用した場合 

 

互助会へ割賦販売基準を適用した場合は、商品である役務提供が行

われておらず収益を認識することはできない。販売基準、割賦販売

基準どちらを適用しても互助会には適していない。互助会は特殊な

ものであるといえる。 

4.冠婚葬祭互助会存在の意義 

4.1 冠婚葬祭互助会と割賦販売法 

これまで互助会は割賦販売法の中でもまた会計処理の立場から

も特殊なものであると指摘した。互助会への割賦販売法適用、改正

内容は正しいのだろうか。先に見てきたとおり互助会に対しては、

事業者保護とも取れる法改正や既存の割賦販売の概念を拡大し無

理に互助会に適用させ結局金融業のような規制を敷いている。解約

条項は経済産業省指導の下設けたものであり、解約問題は経済産業

省が誤った指導の結果であるとも言える。そもそも頼母子講の形か

ら発展した互助会事業は割賦販売ではなく金融業に近い。解約問題

は経済産業省が割賦販売の概念を拡大し互助会に割賦販売法を適

用した結果であった。 

上述のとおり互助会事業は金融業に近い。次節では金融業の規制

と互助会の規制を比較する。 

4.2 冠婚葬祭互助会と金融業の規制比較 

ここでは金融業である銀行の許認可制を例に、互助会の許可制と

比較する。銀行には資本金10億円以上(図表11)などに厳しい規制

がある。しかし互助会にはそうした事業規模に関する規制がない。

つまり互助会には金融業ほどの財務的体力がない。それほど厳しい

規制が設けられていない。 

図表8：銀行と互助会の規制比較 

 

4.3 冠婚葬祭互助会存在の意義 

互助会は相互扶助を目的に誕生・展開してきたが、現在互助会は

営利を目的とし、消費者は積立を目的としている。消費者の目的が

積立である以上互助会には金融業相当の社会的責任が求められる。

しかし互助会には金融業程財務的体力がない。また割賦販売法で消

費者を保護しているように見えるが、互助会事業は割賦販売の概念

を広げ、無理に割賦販売法を適用したものであった。この弊害とし

て社会問題が起きていると考える。このため私は現在において互助

会存在の意義はないと考える。 
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